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別表４－２ その他の原子力防災資機材 

別表４－３ 原子力事業所災害対策支援拠点の原子力防災資機材 

別表５－１ 専攻の緊急時応急対策等の活動で使用する施設 

別表５－２ 原子力事業所災害対策支援拠点の場所 

別表５－３ 気象観測設備 

【削除】 

【削除】 

別表６ 原子力災害対策活動で使用する資料 

別表７ 緊急事態応急対策等における原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与 

別表８－１ 警戒事態該当事象発生時の連絡基準 

別表８－２ 原災法第１０条第１項に基づく通報基準 

別表８－３ 原災法第１５条第１項に基づく原子力緊急事態宣言発令の基準 

様式１ 原子力事業者防災業務計画作成（修正）届出書 

様式２ 原子力防災要員現況届出書 

様式３ 原子力防災管理者（副原子力防災管理者）選任・解任届出書 

様式４ 放射線測定設備現況届出書 

様式５ 原子力防災資機材現況届出書 

様式６ 防災訓練実施結果報告書 

様式７－１ 警戒事態該当事象発生連絡 

様式７－２ 警戒事態該当事象発生後の経過連絡 

様式８－１ 特定事象発生通報 

様式８－２ 特定事象発生通報（事業所外運搬） 

様式９－１ 応急措置の概要報告 

様式９－２ 応急措置の概要報告（事業所外運搬） 

【削除】 

 

 

 

 

別表８－１、８－２、８－

３に変更 

別表８－２に変更 

別表８－３に変更 

 

 

 

 

 

 

 

別表５－１に変更 

別表４－３に変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式６に変更 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（第１章） 

変更前 変更後 備考 

第１章 総則 

 

 

第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

 

この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特別措置法（平

成１１年法律第１５６号）（以下「原災法」という。）第７条第１項の規定に基づき、東京大学大学

院工学系研究原子力専攻（以下「専攻」という。）の原子炉施設における原子力災害事前対策、緊急事

態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害

の復旧を図るために必要な業務について定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行を図ることを目

的とする。 

 

第１章 総則 

 

 

第１節 原子力事業者防災業務計画の目的 

 

この原子力事業者防災業務計画（以下「この計画」という。）は、原子力災害対策特別措置法（平

成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）第７条第１項の規定に基づき、東京大学大学院

工学系研究原子力専攻（以下「専攻」という。）における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び

原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るた

めに必要な業務について定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

第２節  定義 

 

この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１．原子力災害 

原子力緊急事態により、国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 

２．警戒事象 

原子力災害対策指針に掲げる警戒事態に該当する事象をいう。 

３．特定事象 

原災法第１０条１項の基準に該当する事象をいう。 

４．原子力緊急事態 

原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（法律第１４７号）第２条第１項に規定する原

子炉の運転等をいう。以下同じ。）により放射性物質又は放射線が異常な水準で専攻の敷地外へ放

出された事態をいう。但し、専攻外における放射性物質の運搬（以下「事業所外運搬」という。）

の場合にあっては、放射性物質又は放射線が異常な水準で当該運搬に使用する容器外へ放出された

事象をいう。 

５．原子力災害事前対策 

原子力災害の発生を未然に防止するために実施すべき対策をいう。 

６．応急措置 

専攻において、警戒事象又は特定事象が発生した場合に、原子力防災管理者が原子力防災組織に

行わせる原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置をいう。 

７．原子力緊急事態宣言 

原災法第１５条第２項の規定による「原子力緊急事態宣言」をいう。 

８．原子力緊急事態解除宣言 

原災法第１５条第４項の規定による「原子力緊急事態解除宣言」をいう。 

９．緊急事態応急対策 

原子力緊急事態宣言があった時から、原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力

第２節  定義 

 

この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１．原子力災害 

【省略】 

２．警戒事態該当事象 

原子力災害対策指針に規定する警戒事態に該当する事象をいう。 

３．特定事象 

原災法施行令第４条第４項各号に掲げる事象をいう。 

４．原子力緊急事態 

原子力事業者の原子炉の運転等（原子力損害の賠償に関する法律（昭和３６年法律第１４７号。

以下「原賠法」という。）第２条第１項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。）により放

射性物質又は放射線が異常な水準で専攻外（専攻外における放射性物質の運搬（以下「事業所外運

搬」という。）の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外）へ放出された事態をいう。 

 

５．原子力災害予防対策 

原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。 

【削除】 

 

 

６．原子力緊急事態宣言 

【省略】 

７．原子力緊急事態解除宣言 

【省略】 

８．緊急事態応急対策 

原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

番号の適正化 

 

番号の適正化 

 

番号の適正化 

記載の適正化 
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災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下同じ。）の拡大の防止を図るために実施すべき応急

の対策をいう。 

10．原子力災害事後対策 

原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復

旧を図るために実施すべき対策（原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき、

同法第２条第２項に規定する原子力損害を賠償することを除く。）をいう。 

11．原子力防災管理者 

原災法第９条第１項の規定に基づき選任され、専攻において原子力防災組織の統括及びその事業

の実施を統括管理する者とし、専攻長をいう。 

12．原子力事業者 

原災法第２条第３号ロ並びにトに規定される者で、東京大学学長（以下「学長」という。）をい

う。 

13．原子力事業所 

原子力事業者が原子炉等の運転を行う工場又は事業所で専攻をいう。 

害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るために実施すべき応急の対策をい

う。 

９．原子力災害事後対策 

原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含

む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策（原子力事業者が原賠法の規

定に基づき同法第２条第２項に規定する原子力損害を賠償することを除く。）をいう。 

10．原子力防災管理者 

原災法第９条第２項の規定に基づき専攻の事業の実施を統括管理する専攻長をいう。 

 

11．原子力事業者 

原災法第２条第３号ロに規定される者で東京大学学長（以下「学長」という。）をいう。 

 

12．原子力事業所 

原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所で専攻をいう。 

13．緊急時対策所 

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関

する命令（平成２４年文部科学省・経済産業省令第４号。以下「防災業務計画等命令」という。）第

２条第２項第１号に規定する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施を統括管理するため

の施設をいう。 

14．原子力事業所災害対策支援拠点 

防災業務計画等命令第２条第２項第２号に規定する原子力事業所災害対策の実施を支援するため

の原子力事業所の周辺の拠点をいう。 

15．緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level） 

防護措置の準備やその実施等を適切に行うべく、原子力施設の状況に応じて、緊急事態区分（警

戒事態（ＡＬ）、施設敷地緊急事態（ＳＥ）及び全面緊急事態（ＧＥ））を原子力事業者が判断す

るための基準をいう。 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

追加 

 

 

 

 

追加 

 

 

追加 

第３節 原子力事業者防災業務計画実施の基本方針 

 

この計画は、原災法、防災基本計画及び地域防災計画に沿って作成するものとし、その実施にあたっ

ては、関係省庁、所在地方公共団体及びその他の関係諸機関と緊密な連携を図り、防災業務が総合的か

つ効果的に行われるよう努めるものとする。 

 

【省略】  

第４節 原子力事業者防災業務計画の運用 

 

この計画の運用にあたっては、原子力災害事前対策、緊急事態応急対策等及び原子力災害事後対策

の各段階において、災害対策基本法に基づく次の諸計画と整合を図り、諸施策が一体的かつ有機的に

実施されるよう留意する。 

（１）防災基本計画 第１２編 原子力災害対策編 

（２）茨城県及び東海村の原子力災害に関する地域防災計画（原子力災害対策計画編） 

第４節 原子力事業者防災業務計画の運用 

 

この計画の運用にあたっては、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策等及び原子力災害事後対策

の各段階において、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）に基づく次の諸計画と整合を図

り、諸施策が一体的かつ有機的に実施されるよう留意する。 

（１）防災基本計画 第１２編 原子力災害対策編 

（２）茨城県及び東海村の原子力災害に関する地域防災計画（原子力災害対策計画編） 

 

 

記載の適正化 
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（３）関係周辺市町村の地域防災計画 （３）関係周辺市町村の原子力災害に関する地域防災計画 

 

第５節 原子力事業者防災業務計画の修正 

 

１．原子力防災管理者は、地域防災計画に抵触しないことの確認を含め、毎年この計画に検討を加

え、必要があると認められるときは、これを修正しなければならない。 

なお、検討の結果について、修正の必要がない場合であっても、その旨を原子力防災専門官及び

茨城県、東海村の原子力防災担当課長へ報告するものとする。 

 

２．原子力防災管理者は、この計画を修正しようとするときは、原子力防災専門官（環境放射線モニ

タリングに関する事項であるときは、上席放射線防災専門官）の指導及び助言を受けるものとす

る。 

 

３．原子力防災管理者は、この計画を修正しようとするときは、修正しようとする日の６０日前まで

に、この計画の修正案を提出し、茨城県知事、東海村長と協議しなければならない。 

 

４．原子力防災管理者は、この計画を修正したときは速やかに、様式１によって内閣総理大臣及び原

子力規制委員会に学長を通じ届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。 

また、国に提出した様式１の写し及びこの計画の要旨を、茨城県、東海村の原子力防災担当課長

あて提出する。 

第５節 原子力事業者防災業務計画の修正 

 

１．原子力防災管理者は、地域防災計画に抵触しないことの確認を含め、毎年この計画に検討を加

え、必要があると認められるときは、これを修正しなければならない。 

なお、検討の結果について、修正の必要がない場合であっても、その旨を原子力防災専門官並び

に茨城県及び東海村の原子力防災担当課長へ報告するものとする。 

 

２．原子力防災管理者は、この計画を修正しようとするときは、原子力防災専門官（修正の内容が環

境放射線モニタリングに関する事項であるときは、上席放射線防災専門官）の指導及び助言を受け

るものとする。 

 

３．原子力防災管理者は、この計画を修正しようとするときは、修正しようとする日の６０日前まで

に、この計画の修正案を提出し、茨城県知事及び東海村長と協議しなければならない。 

 

４．学長は、この計画が修正されたときは速やかに、様式１の届出書によって内閣総理大臣及び原子

力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。 

また、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出した様式１の写し及びこの計画の要旨を、茨城

県及び東海村の原子力防災担当課長に報告する。 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（第２章） 

変更前 変更後 備考 

第２章 原子力災害事前対策の実施 第２章 原子力災害予防対策の実施 記載の適正化 

 

 

第１節 原子力防災体制の整備 

 

１．原子力防災組織 

（１）原子力防災組織の設置 

原子力防災管理者は、この計画に従い、原子力災害の発生を未然に防止するための平常時の

対策を講じておくとともに、原子力災害が発生した場合に、その拡大防止及び復旧を図るため

に必要な業務を行う原子力防災組織として、別途原子炉施設保安規定及び核燃料物質の使用に

係る保安規定に定められている緊急作業団を設置する。 

（２）原子力防災組織の構成 

緊急作業団は、原子力防災管理者、副原子力防災管理者、原子力防災要員及びその他の原子

力災害対策を担当する従業員（以下「原子力防災要員等」という。）で構成する。 

別図－１に専攻の原子力防災組織を示す。 

（３）支援組織 

専攻の支援組織として、東京大学（本郷）の工学系研究科を充てる。 

 

 

２．原子力防災要員 

（１）原子力防災要員の配置 

原子力防災管理者は、原子力災害の発生又は拡大を防止するための業務に従事させるため

に、原子力防災組織に原子力防災要員を置く。 

（２）原子力防災要員の選任 

原子力防災管理者は、専攻に勤務する職員の中から、原子力防災要員を選任するものとし、

その原子力防災要員は原子力災害が発生した場合、直ちに別表－１に定める業務を行う。 

（３）原子力防災管理者は、原子力防災要員のうちから、次の業務を実施するための派遣要員をあ

らかじめ定めておく。派遣要員は、次に掲げる業務を行う。 

 

① 原子力規制庁緊急時対策センター（以下「ＥＲＣ」という。)、茨城県原子力オフサイトセ

ンター（以下「オフサイトセンター」という。）並びに茨城県知事、東海村長及び関係周辺

市町村長の実施する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策への協力 

 

② 他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策への協

力 

（４）原子力防災要員の現況届 

学長は、原子力防災要員を置いたとき又は変更したときは、その現況について、置いた日又

は変更の日から７日以内に、様式２によって原子力規制委員会、茨城県知事、東海村長に届け

 

 

第１節 原子力防災体制の整備 

 

１．原子力防災組織 

（１）原子力防災組織の設置 

原子力防災管理者は、この計画に従い、原子力災害の発生を未然に防止するための平常時の

対策を講じておくとともに、原子力災害が発生した場合に、その拡大防止及び復旧を図るため

に必要な業務を行う原子力防災組織として、専攻の原子炉施設保安規定等で定める緊急作業団

を設置する。 

（２）原子力防災組織の構成 

緊急作業団は、原子力防災管理者、副原子力防災管理者、原子力防災要員及びその他の原子

力災害対策を担当する職員等（以下「原子力防災要員等」という。）で構成する。別図１に専

攻の原子力防災組織を示す。 

（３）支援組織 

専攻が行う原子力災害対策活動を支援する組織として、東京大学大学院工学系研究科（本郷

キャンパス。以下「工学系研究科」という。）を充てる。 

 

２．原子力防災要員 

（１）原子力防災要員の配置 

【省略】 

 

（２）原子力防災要員の選任 

原子力防災管理者は、専攻に勤務する職員のうちから、原子力防災要員を選任するものと

し、その原子力防災要員は原子力災害が発生した場合、直ちに別表１に定める職務を行う。 

（３）原子力防災要員の派遣 

原子力防災管理者は、原子力防災要員のうちから、関係機関等で次の業務を実施する派遣要

員をあらかじめ定めておく。 

① 原子力規制庁緊急時対応センター（以下「ＥＲＣ」という。)、緊急事態応急対策等拠点施

設（茨城県原子力オフサイトセンター。以下「オフサイトセンター」という。）、茨城県知

事、東海村長及び関係周辺市町村長の実施する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策へ

の協力 

② 他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策への協

力 

（４）原子力防災要員の現況届 

学長は、原子力防災要員が置かれたとき又は変更されたときは、その現況について、置いた

日又は変更の日から７日以内に、様式２の届出書によって原子力規制委員会、茨城県知事及び

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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出るものとする。 

 

３．原子力防災管理者及び副原子力防災管理者の業務等 

（１）原子力防災管理者の業務 

 

① 原子力防災組織の統括 

② 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 

③ 防災教育及び防災訓練の実施 

④ 関係機関への通報連絡体制の整備及び通報連絡の実施 

⑤ 応急措置、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施 

⑥ 関係機関との連携 

⑦ 他の原子力事業所に係る緊急事態応急対策への協力 

（２）副原子力防災管理者の業務 

副原子力防災管理者は主査及び緊急作業団本部配属の教授、准教授、講師とする。 

① 副原子力防災管理者は、原子力防災管理者を補佐する。 

② 副原子力防災管理者は、原子力防災管理者が専攻に不在の際は、別表－２に定める代行順

位に従い原子力防災管理者の業務を代行する。 

 

 

 

 

（３）原子力防災管理者等の選解任届 

学長は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任又は解任したときは、選解任の日

から７日以内に、様式３によって原子力規制委員会、茨城県知事、東海村長に届け出るものと

する。 

東海村長に届け出るものとする。 

 

３．原子力防災管理者及び副原子力防災管理者の職務 

（１）原子力防災管理者の職務 

原子力防災管理者の職務は、次のとおりとする。 

① 原子力防災組織の統括 

② 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 

③ 原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施 

④ 関係機関への通報連絡体制の整備及び通報連絡の実施 

⑤ 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施 

⑥ 関係機関との連携 

⑦ 他の原子力事業所に係る緊急事態応急対策への協力 

（２）副原子力防災管理者の職務 

副原子力防災管理者は、管理的又は監督的地位にある者のうちから選任し、その職務は次の

とおりとする。 

① 原子力防災組織の統括に関する原子力防災管理者の補佐 

② 原子力防災管理者不在時における職務の代行 

 （３）原子力防災管理者の代行 

    原子力防災管理者が旅行又は疾病その他の事故等のため不在となり、その職務が遂行できな

い場合、副原子力防災管理者に、別表２に定めた代行順位に従い、原子力防災管理者の職務を

代行させる。 

（４）原子力防災管理者等の選解任届 

学長は、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者が選任又は解任されたときは、選任又は

解任した日から７日以内に、様式３の届出書によって原子力規制委員会、茨城県知事及び東海

村長に届け出るものとする。 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

第２節 原子力防災組織の運営 

 

１．緊急作業団等の設置及び解散 

（１）緊急作業団の設置 

① 原子力防災管理者は、原子力施設に異常が発生した場合、別表－３－１に示す緊急事態区

分を判断するための緊急時活動レベル（以下、「ＥＡＬ」という。）に従い、直ちに専攻内

に防災体制を発令するとともに、原子力防災要員等を一斉放送又は一斉招集システムで招集

し、速やかに緊急作業団を設置する。 

 

 

 

② 緊急作業団長（以下「団長」という。）は、緊急作業団を設置した場合、支援組織を通じ

学長に報告する。 

（２）緊急作業団の解散 

第２節 原子力防災組織の運営 

 

１．緊急作業団の設置及び解散 

（１）緊急作業団の設置 

① 原子力防災管理者は、別表８－１に定める警戒事態該当事象並びに別表８－２及び別表８

－３に定める特定事象が発生した場合、直ちに専攻内に防災体制を発令するとともに、原子

力防災要員等を全館一斉放送又は緊急連絡システムで招集し、速やかに緊急作業団を設置す

る。 

② 緊急作業団は、別図１に示す原子力防災組織で構成する。 

③ 原子力防災管理者は、緊急作業団長（以下「団長」という。）として緊急作業団を統括管

理する。 

④ 原子力防災管理者は、防災体制を発令した場合、速やかに支援組織を通じ学長に報告す

る。 

（２）緊急作業団の解散 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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団長は、次に掲げる状態となった場合、関係機関と協議し防災体制を解除する。 

 

① 原災法第１５条第２項に基づく原子力緊急事態宣言が行われ、その後原災法第１５条第４

項に基づく原子力緊急事態解除宣言が行われた場合。 

② 原災法第１５条第２項に基づく原子力緊急事態宣言に至らず、原子力災害の原因の除去及

び被害範囲の拡大防止の措置を行い、事象が終息している場合。 

なお、団長は、防災体制を解除した場合、支援組織を通じ学長に報告するとともに、緊急作

業団を解散する。 

 

２．権限の行使 

（１）緊急作業団が設置された場合は、専攻の原子力災害対策活動に関する一切の業務は、緊急作

業団のもとで行う。 

（２）原子力防災管理者は、緊急作業団を設置した場合、団長として、職制上の権限を行使して原

子力災害対策活動を行う。ただし、権限外の事項であっても、緊急に実施する必要のあるもの

については、臨機の措置をとるものとする。 

なお、権限外の事項については、行使後は速やかに所定の手続きをとるものとする。 

（３）原子力防災要員は、団長の指揮のもとで、自己の属する班の業務及び自己の役割・任務等に

基づき原子力災害対策活動を行う。 

 

 

 

 

 

３．通報連絡先 

専攻外への通報連絡先は別図－２のとおりとする。 

団長は、次に掲げる場合、関係機関と協議し、緊急作業団を解散するとともに、支援組織を

通じ学長に報告する。 

① 原子力緊急事態解除宣言があった場合 

 

② 原子力緊急事態宣言が発令されていない場合にあっては、原子力災害の原因の除去及び被

害範囲の拡大防止の措置を行い、事象が収束した場合 

 

 

 

２．権限の行使 

【省略】 

 

 

 

 

 

（３）原子力防災要員は、団長及び班長等の指揮のもとで、自己の属する班の業務及び自己の役

割・任務等に基づき原子力災害対策活動を行う。 

 

３．原子力防災要員等の招集連絡経路 

原子力防災管理者は、防災体制を発令した場合、直ちに別図１に定める原子力防災組織を構成す

る原子力防災要員等を招集するため、別図２に定める連絡経路を整備する。 

 

４．通報連絡経路 

原子力防災管理者は、通報連絡に万全を期すため、別図３－１から別図３－６までに定める専攻

内外への通報連絡経路を整備する。 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

原子力防災要員等の招集時の

連絡経路の明確化 

 

 

記載の適正化 

第３節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 

 

１．放射線測定設備の設置及び検査 

原子力防災管理者は、別表－４及び別図－３に示す放射線測定設備（以下「モニタリングポス

ト」という。）に関して次に掲げる措置を講じ、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に

整備する。 

（１）原災法第１０条第１項に基づく通報を行うための設備として、モニタリングポスト２式を設

置する。 

（２）モニタリングポストは、その検出部、表示及び記録装置その他主たる構成要素の外観におい

て放射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とする。 

（３）モニタリングポストを設置している地形の変化その他周辺環境の変化により、放射線量の適

正な検出に支障を生ずるおそれのある状態とならないようにする。 

（４）モニタリングポストは、毎年１回以上定期的にその校正を行う。 

第３節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 

 

１．放射線測定設備の設置及び検査 

原子力防災管理者は、原災法第１１条第１項に基づき別表３及び別図４－１に示す放射線測定設

備（以下「モニタリングポスト」という。）を設置し、次に掲げる措置を講じる。 

 

【削除】 

 

（１）モニタリングポストの検出部、表示及び記録装置その他の主たる構成要素の外観において放

射線量の適正な検出を妨げるおそれのある損傷がない状態とする。 

（２）【省略】 

 

（３）毎年１回以上定期的にモニタリングポストの較正を行う。 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

番号の適正化、記載の適正化

 

番号の適正化 

 

番号の適正化、記載の適正化
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（５）モニタリングポストが故障等により監視不能となった場合は、代替品等により監視するとと

もに速やかに修理する。 

（６）学長は、モニタリングポストを新たに設置した時又は変更した時は、内閣総理大臣、原子力

規制委員会、茨城県知事、東海村長に学長を通じ様式４に定める届出書により７日以内に届け

出る。 

（７）学長は、モニタリングポストを新たに設置した時又は変更した時は、原災法第１１条第５項

の検査を受けるため、様式４の現況届と併せて、検査を受けようとする設備の概要等を記載し

た申請書を原子力規制委員会に提出し、原子力規制委員会が行う検査を受検する。 

（８）モニタリングポストにより測定した放射線量は記録媒体により記録し、１年間保存するとと

もに、測定した放射線量を公表する。 

 

２. 原子力防災資機材及びその他の資機材の整備 

（１）原子力防災資機材 

① 原子力防災管理者は、別表－５に定める原子力防災資機材を確保するとともに、定期的に

保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。 

 

② 不具合が認められた場合は、速やかに修理又は代替品を補充するなど常に必要数量を確保

する。 

③ 学長は、原子力防災資機材を新たに備え付けた時は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、

茨城県知事、東海村長に様式５に定める届出書により７日以内に届け出る。また、毎年９月

３０日現在における備え付けの現況を同様の届出書により翌月７日までに届け出る。 

 

（２）その他の資機材 

原子力防災管理者は、原子力防災資機材の保守点検時等においても、必要数量が担保できる

ように資機材を確保しておくとともに、定期的に保守点検を行う。 

 

 

３．活動拠点施設の整備 

（１）緊急時対策所 

原子力防災管理者は、原子力災害対策活動の実施を統括管理するために、原子炉制御室に緊

急作業団本部及び関連設備を整備する。 

別図－３に緊急時対策所(原子炉制御室)の配置を示す。 

（２）非常用通信設備及び非常用電源設備 

原子力防災管理者は、緊急時対策所(原子炉制御室)等に、別表－６に示す非常用通信設備及

び非常用電源設備を整備して、次に掲げる措置を講じる。 

① 年１回以上定期的に保守点検を実施する。 

② 当該設備に不具合が認められた場合は速やかに修理する。 

（３）原子力事業所災害対策支援拠点 

原子力防災管理者は、別表－７に示す原子力事業者災害対策支援拠点に、支援を行うための

設備を整備して、次に掲げる措置を講じる。 

（４）【省略】 

 

（５）学長は、モニタリングポストが新たに設置されたとき又は変更されたときは、設置又は変更

した日から７日以内に、様式４の届出書によって内閣総理大臣、原子力規制委員会、茨城県知

事及び東海村長に届け出る。 

（６）学長は、モニタリングポストが新たに設置されたとき又は変更されたときは、原災法第１１

条第５項の検査を受けるため、様式４の届出書と併せて、検査を受けようとする設備の概要等

を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、原子力規制委員会が行う検査を受検する。 

（７）モニタリングポストにより測定した放射線量は記録媒体に記録し、１年間保存するととも

に、測定した放射線量を公表する。 

 

２. 原子力防災資機材及びその他の原子力防災資機材の整備 

（１）原子力防災資機材 

① 原子力防災管理者は、原災法第１１条第２項に基づき別表４－１に定める原子力防災資機

材を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備しておく。別

図４－１に原子力防災資機材の保管場所を示す。 

② 原子力防災管理者は、原子力防災資機材に不具合が認められた場合は、速やかに修理又は

代替品を補充する等常に必要数量を確保する。 

③ 学長は、原子力防災資機材が新たに備え付けられたときは、備え付けた日から７日以内

に、様式５の届出書によって内閣総理大臣、原子力規制委員会、茨城県知事及び東海村長に

届け出るものとし、以降毎年９月３０日現在における備付けの現況を同様式の届出書により

翌月７日までに届け出る。 

（２）その他の原子力防災資機材 

原子力防災管理者は、別表４－２に示すその他原子力防災資機材に関して必要数量を確保す

るとともに、定期的に保守点検を行い、不具合が認められた場合は、速やかに修理又は代替品

を補充する。 

 

３．活動拠点施設の整備 

（１）緊急時対策所 

① 原子力防災管理者は、緊急作業団の活動拠点となる緊急時対策所を、地震等の自然災害が

発生した場合においてもその機能が維持できる施設及び設備として、別図４－１に示す場所

に定め、別表５－１に定める仕様を維持する。 

② 原子力防災管理者は、非常用電源により緊急時対策所に電源が供給可能となるように、非

常用電源設備を確保するとともに、年１回以上定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状

態に整備しておく。 

 

 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点 

原子力防災管理者は、以下の機能を有する原子力災害対策支援拠点を、地震等の自然災害が

発生した場合においてもその機能が維持できる施設及び設備として、別表５－２及び別図４－

番号の適正化 

 

番号の適正化、記載の適正化

 

 

番号の適正化、記載の適正化

 

 

番号の適正化、記載の適正化

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 
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① 年１回以上定期的に保守点検を実施する。 

② 当該設備に不具合が認められた場合は速やかに修理する。 

 

 

 

 

 

（４）気象観測設備 

原子力防災管理者は、別図－３に示す気象観測設備に関して、次に掲げる措置を講じる。 

 

① 気象観測機器は、毎日稼働状況の確認を行う。 

② 気象観測結果は、記録媒体に記録し、１年間保存する。 

③ 当該設備に不具合が認められた場合は速やかに修理する。 

（５）避難場所 

原子力防災管理者は、特定事象が発生した場合、状況に応じて適切な場所に避難場所を指定

し、関係者へ周知するとともに、これを変更した時も同様とする。 

 

４．緊急時医療 

原子力防災管理者は、別表－４に定める安定ヨウ素剤などの確保、従業員等に対する放射線測定

及び汚染の除去並びに応急措置に必要な設備等の整備をする。また、従業員等の救急医療を行うた

め、予め近隣などの医療機関を確保する。 

 

２のとおりあらかじめ選定しておく。 

① 人や車両等の汚染検査・除染 

② 更衣及び使用済の防護服等の仮保管 

③ サイト等立入車両の駐車 

④ 物資輸送体制の整備 

    また、原子力防災管理者は、原子力災害対策支援拠点に別表４－３に定める原子力防災資機

材を整備する。 

（３）気象観測設備 

原子力防災管理者は、別表５－３及び別図４－１に示す気象観測設備に関して、次に掲げる

措置を講じる。 

① 気象観測機器は、毎日１回以上稼働状況の確認を行う。 

② 気象観測結果は、記録媒体に記録し、１年間保存する。 

③ 当該設備に不具合が認められた場合は速やかに修理又は代替品等を充てる。 

（４）避難場所 

原子力防災管理者は、特定事象が発生した場合、状況に応じて適切な場所に避難場所を指定

し、関係者へ周知するとともに、これを変更したときも同様とする。 

 

４．緊急時医療 

原子力防災管理者は、別表４－１に定める安定ヨウ素剤（ヨウ化カリウム）等の医薬品の確保、

職員等に対する放射線測定及び汚染の除去並びに応急措置に必要な設備等の整備を図る。また、職

員等の救急医療を行うため、あらかじめ近隣等の医療機関を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

番号の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

第４節 原子力災害対策活動で使用する資料等の整備 

 

１．オフサイトセンター等に備え付ける資料 

学長は、原子力防災管理者に緊急事態応急対策を講じるに際して必要となる別表－８に定める資

料を整備させ、内閣総理大臣に届出するとともに、オフサイトセンター及びＥＲＣに提出する。ま

た、これらの提出した資料について定期的に見直しを行うとともに、変更があった場合も同様とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．緊急時対策所及び原子力事業所災害対策支援拠点等に備え付ける資料 

原子力防災管理者は、緊急事態応急対策を講じるに際して必要となる別表－８に定める資料を原

子炉制御室、原子炉管理部室及び事務室に備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直

第４節 原子力災害対策活動で使用する資料等の整備 

 

原子力防災管理者は、原災法第１２条第４項の規定により内閣総理大臣に提出した原子力災害対策

を講ずるに際して必要となる資料並びに緊急時対策所、原子力事業所災害対策支援拠点、オフサイト

センター及びＥＲＣに備え付ける資料について、定期的に見直しを行うとともに、当該資料を適切な

版で使用可能な状態に整備する。 

 

１．内閣総理大臣に提出する資料 

学長は、原災法第１２条第４項の規定により内閣総理大臣に提出した原子力災害対策を講ずるに

際して必要となる資料の内容に変更があったときは、当該資料を内閣総理大臣に提出する。 

 

２．オフサイトセンター及びＥＲＣに備え付ける資料 

  原子力防災管理者は、オフサイトセンター及びＥＲＣに設置された事業者ブースに別表６に定め

る資料を備え付ける。 

 

３．緊急時対策所及び原子力事業所災害対策支援拠点に備え付ける資料 

原子力防災管理者は、緊急時対策所及び原子力事業所災害対策支援拠点に別表６に定める資料を

備え付ける。 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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しを行うとともに、変更があった場合も同様とする。 

 

 

第５節 原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施 

 

１．原子力防災教育 

原子力防災管理者は、原子力防災活動の円滑な実施に資するため、原子力防災要員等に対し、次

に掲げる項目について防災教育を行う。また、原子力防災教育を実施後には評価を行い、課題等を

明らかにするとともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。 

（１）原子力事業者防災業務計画に関する知識 

（２）地域防災計画に関する知識（原子力災害対策計画編） 

（３）放射線防護に関する知識 

（４）放射線及び放射性物質の測定機器並びに測定方法を含む防災対策上の諸設備に関する知識 

（５）その他、各原子力防災要員等が業務遂行上必要な知識 

 

２．原子力防災訓練 

（１）原子力防災管理者は、原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することを確認する

ため、原子力防災要員等を対象に毎年度１回、原子力災害を想定した総合的な訓練を実施す

る。また、防災訓練後は評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じてこの計画

又は防災訓練の実施方法等の見直しを行う。 

この防災訓練は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「炉規法」

という。）に基づく専攻の保安規定等に定める総合的な訓練と兼ねて実施できるものとする。 

 

（２）原子力防災管理者は、防災訓練の実施にあたり訓練計画を策定し、原子力防災専門官の指導

及び助言を受ける。 

（３）原子力防災管理者は、前述（１）に記載した訓練を実施した場合、その結果を評価し、様式

－９により原子力規制委員会に学長を通じ報告するとともに、その要旨を公表する。 

（４）国又は地方公共団体が主催する訓練 

原子力防災管理者は、国又は地方公共団体が原子力防災訓練を実施するときは、訓練計画の

策定に協力するとともに、訓練内容に応じて原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与

及びその他必要な措置を講じるものとする。 

 

第５節 原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施 

 

１．原子力防災教育 

原子力防災管理者は、原子力防災活動の円滑な実施に資するため、原子力防災要員等に対し、次

に掲げる項目について原子力防災教育を行う。また、原子力防災教育を実施後に評価を行い、課題

等を明らかにするとともに、必要に応じて教育内容等の見直しを行う。 

【省略】 

 

 

 

（５）その他原子力防災要員等が業務遂行上必要な知識 

 

２．原子力防災訓練 

（１）原子力防災管理者は、原子力防災組織が原子力災害発生時に有効に機能することを確認する

ため、原子力防災要員等を対象に毎年度１回、原子力災害を想定した総合的な原子力防災訓練

を実施する。また、防災訓練後に評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて

この計画又は防災訓練の実施方法等の見直しを行う。 

なお、この原子力防災訓練は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「炉規法」という。）に基づく専攻の保安規定等に定める総合

的な訓練と兼ねて実施できるものとする。 

（２）原子力防災管理者は、原子力防災訓練の実施にあたり訓練計画を策定し、原子力防災専門官

の指導及び助言を受ける。 

（３）原子力防災管理者は、上記（１）に記載した訓練を実施した場合、その結果を評価し、様式

６により原子力規制委員会に学長を通じ報告するとともに、その要旨を公表する。 

（４）原子力防災管理者は、国又は地方公共団体が原子力防災訓練を実施するときは、訓練計画の

策定に協力するとともに、訓練内容に応じて原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与

及びその他必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

番号の適正化 

 

記載の適正化 

第６節 関係機関との連携 

 

１．国との連携 

（１）平常時の連携 

① 原子力防災管理者は、原子力規制委員会及びその他関係省庁と平常時から協調し、防災情

報を収集及び提供等の相互連携を図る。 

② 原子力防災管理者は、原子力防災専門官からこの計画及び原子力防災組織の設置その他原

子力災害事前対策に関する指導及び助言があった場合は、その対応を行う。また、原子力防

災管理者は、原子力防災専門官と協調し、防災情報の提供及び収集などの相互連携を図る。 

第６節 関係機関との連携 

 

１．国との連携 

【削除】 

（１）原子力防災管理者は、原子力規制委員会及びその他関係省庁と平常時から協調し、防災情報

の収集及び提供等の相互連携を図る。 

（２）原子力防災管理者は、原子力防災専門官からこの計画及び原子力防災組織の設置その他原子

力災害事前対策に関する指導及び助言があった場合は、その対応を行う。 

また、原子力防災管理者は、原子力防災専門官と平常時から協調し、防災情報の提供及び収

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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③ 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣から原災法第３１

条に基づき、業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。 

④ 原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣から原災法第３２

条に基づき、事業所の立入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。 

（２）原子力災害時の連携 

① 原子力防災管理者は、オフサイトセンターに設置される現地事故対策連絡会議及び原子力

災害合同対策協議会に要員の派遣、資機材の貸与その他要請に応じて必要な措置を講じる。 

② 原子力防災管理者は、原災法第１６条第１項の規定に基づき、内閣府に原子力災害対策本

部（以下「原子力災害対策本部」という。）が設置された場合、原子力災害対策本部長の指

示に基づき必要な業務を行う。 

③ 原子力防災管理者は、原子力規制庁又は国土交通大臣から炉規法第６４条第３項に基づく

命令があった場合は、速やかに災害を防止する必要な措置を行う。 

 

２．地方公共団体との連携 

（１）平常時の連携 

① 原子力防災管理者は、茨城県知事、東海村長及びその他関係周辺市町村長と平常時から協

調し、防災情報を収集及び提供等の相互連携を図る。 

② 原子力防災管理者は、地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正、地域毎の

防災訓練の実施、オフサイトセンターの防災拠点としての活用、住民等に対する原子力防災

に関する情報伝達、事故時の連絡体制、防護対策などの対応等について、茨城県原子力防災

連絡協議会の場等を通じて、国、県、所在関係市町村、その他関係機関と平常時より密接な

連携を図る。 

③ 原子力防災管理者は、茨城県知事、東海村長から原災法第３１条に基づき、業務の報告を

求められた場合は、その業務について報告を行う。 

④ 原子力防災管理者は、茨城県知事、東海村長から原災法第３２条に基づき、事業所への立

入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。 

⑤ 原子力防災管理者は、住民の避難計画等の作成について、茨城県、東海村から要請があれ

ばこれに協力するものとする。 

（２）原子力災害時の連携 

原子力防災管理者は、原災法第２２条の規定に基づき、地方公共団体に災害対策本部（以下

「自治体災害対策本部」という。）が設置された場合、要員の派遣、資機材の貸与その他要請

に応じて必要な措置を講じるとともに、自治体災害対策本部の長と協調して必要な業務を行

う。 

 

３．防災関係機関等との連携 

原子力防災管理者は、消防機関、警察機関等の地元防災関係機関と必要な原子力災害に関する情

報等についての提供、収集及び緊急事態応急対策を相互に連携して行うものとする。 

 

 

 

集などの相互連携を図る。 

（３）原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣から原災法第３１

条に基づき、業務の報告を求められた場合は、その業務について報告を行う。 

（４）原子力防災管理者は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣から原災法第３２

条に基づき、専攻への立入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。 

【削除】 

 

 

 

 

 

 

 

２．地方公共団体との連携 

【削除】 

（１）原子力防災管理者は、茨城県知事、東海村長及びその他関係周辺市町村長と平常時から協調

し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。 

（２）原子力防災管理者は、原子力災害に関する地域防災計画の作成及び修正、地域毎の防災訓練

の実施、オフサイトセンターの防災拠点としての活用、住民等に対する原子力防災に関する情

報伝達、事故時の連絡体制、防護対策等の対応等について、茨城県原子力防災連絡協議会の場

等を通じて、国、県、所在関係市町村及びその他関係機関と平常時から密接な連携を図る。 

 

（３）原子力防災管理者は、茨城県知事及び東海村長から原災法第３１条に基づき、業務の報告を

求められた場合は、その業務について報告を行う。 

（４）原子力防災管理者は、茨城県知事及び東海村長から原災法第３２条に基づき、事業所への立

入検査を求められた場合は、その立入検査について対応を行う。 

（５）原子力防災管理者は、住民の避難計画等の作成について、茨城県及び東海村から要請があれ

ばこれに協力するものとする。 

【削除】 

 

 

 

 

 

３．防災関係機関等との連携 

原子力防災管理者は、消防機関、警察機関等の地元防災関係機関等と平常時から協調し、防災情

報の収集及び提供等の相互連携を図る。 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

原子力災害時の連携は、第３

章以降と重複するため、削除

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

原子力災害時の連携は、第３

章以降と重複するため、削除

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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第７節 事業所外運搬事故における事前措置 

 

１．事業所外運搬事故における事前措置 

原子力防災管理者は、事業所外運搬における特定事象事故を想定し次に掲げる措置を事前に整備

する。 

（１）特定事象事故時の応急措置、対応組織、携行する資機材等を記載した運搬計画書の作成及び

携行。 

（２）円滑な通報を確保するため、国、海上保安部署、当該事象が発生した場所を管轄する都道府

県知事及び市町村長等への非常時連絡表等の作成及び携行。 

（３）迅速な事故対応を図るための非常通信用機材並びに必要に応じた防災資機材の整備及び携

行。 

 

２. 事業所外運搬事故における体制整備 

原子力防災管理者は、事業所外運搬における特定事象事故が発生した場合、次に掲げる措置を的

確に実施するための体制を整備する。 

（１）放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

（２）国、県及び海上保安部等への通報連絡体制 

（３）消火、延焼防止等の応急措置 

（４）運搬に従事する者や付近にいる者の避難 

（５）運搬中の核燃料物質等の安全な場所への移動、関係者以外の立ち入り禁止等の措置 

（６）放射線モニタリングの実施 

（７）核燃料物質等の汚染の拡大の防止及び除去 

（８）その他放射線障害防止のために必要な措置 

なお、核燃料物質等の事業所外運搬中に特定事象が発生した場合は、直ちに、運搬の業務に従事

している者は、原子力防災管理者にその発生と状況を連絡する。原子力防災管理者は、第３章に基

づき関係機関に通報連絡を行う。 

 

第７節 事業所外運搬事故における予防措置 

 

１．事業所外運搬事故における予防措置 

原子力防災管理者は、事業所外運搬における特定事象を想定し、次に掲げる措置を事前に整備す

る。 

（１）特定事象発生時の応急措置、対応組織、携行する資機材等を記載した運搬計画書の作成及び

携行 

（２）円滑な通報を確保するため、国、海上保安部署、当該事象が発生した場所を管轄する都道府

県知事及び市町村長等への非常時連絡表等の作成及び携行 

（３）迅速な事故対応を図るための非常通信用機材並びに必要に応じた防災資機材の整備及び携行 

 

２. 事業所外運搬事故における体制整備 

原子力防災管理者は、事業所外運搬における特定事象事故が発生した場合、次に掲げる措置を的

確に実施するための体制を整備する。 

（１）放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

（２）国、県及び海上保安部署等への通報連絡体制 

【省略】 

 

 

（６）緊急時モニタリングの実施 

【省略】 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

第８節 周辺住民に対する平常時の広報活動 

 

原子力防災管理者は、平常時より専攻の周辺住民に対して、次に掲げる情報について提供し、知識

の普及・啓発に努める。 

（１）原子力事業所の概要 

（２）原子力災害の概要 

（３）原子力災害対策の実施状況 

（４）緊急事態の区分の考え方 

第８節 周辺住民に対する平常時の広報活動 

 

原子力防災管理者は、平常時から専攻の周辺住民に対して、次に掲げる情報について提供し、知識の

普及・啓発に努める。 

【省略】 

 

 

（４）施設の状況に応じた緊急事態の区分の考え方 

 

 

記載の適正化 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（第３章） 

変更前 変更後 備考 

第３章 緊急事態応急対策等の実施 

 

 

第１節 初期対応 

 

１．緊急作業団の設置 

原子力防災管理者は、第２章第２節の「原子力防災組織の運営」に基づき、緊急作業団を設置

し、原子力防災要員等を招集するとともに、自ら団長として原子力防災組織の指揮を行う。 

 

 

２．通報連絡 

（１）原子力防災管理者は、警戒事象が発生した場合は、直ちに原子力規制委員会、茨城県知事、

東海村長並びに茨城県警察本部、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部、茨城海上保安部警

備救難課、原子力防災専門官、上席放射線防災専門官及び別図－２に示す地方自治体に対し、

様式６－１により、同報ファクシミリ装置等を用いて送信するとともに、送信した旨を直ちに

電話で連絡する。 

上記の連絡を行った後の状況については、施設敷地緊急事態に該当する事象に至らない限り

において、続報として様式６－２により適切な間隔で継続して報告するものする。 

（２）原子力防災管理者は、特定事象が発生したとの通報を受け、又は自ら発見した場合は、直ち

に別図－２に示す通報連絡先に対し、様式７－１（事業所外運搬の場合は様式７－２）によ

り、同報ファクシミリ装置等を用いて送信するとともに、送信した旨を直ちに電話で連絡す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの通報において、発生した特定事象が、電離放射線障害防止規則第７条の２第２項各

号に掲げる場合に該当するときは、通報にその旨を明示するものとする。 

（３）同報ファクシミリ装置が使用できない場合は、各様式に掲げる事項の通報の方法として、な

るべく早く到達する手段を用いて連絡する。 

（４）原子力防災管理者は、通報連絡及び報告を行った場合は、その内容を記録として保存する。 

 

 

第３章 緊急事態応急対策等の実施 

 

 

第１節 初期対応 

 

１．緊急作業団の設置 

原子力防災管理者は、警戒事態該当事象又は特定事象が発生した場合、第２章第２節の「原子力

防災組織の運営」に基づき、緊急作業団を設置し、原子力防災要員等を招集するとともに、自ら団

長として原子力防災組織の指揮を行う。 

 

２．通報連絡 

（１）原子力防災管理者は、警戒事態該当事象が発生した場合は、直ちに様式７－１に必要事項を

記入し、別図３－２に定める連絡経路により原子力規制委員会、茨城県知事、東海村長、原子

力防災専門官及びその他関係機関へ同報ファクシミリ装置等を用いて送信するとともに、その

着信を電話で確認する。 

また、当該事象発生後の経過については、事象の進展に応じ、様式７－２に必要事項を記入

し、関係機関へ適切な間隔で継続して連絡を行う。 

 

（２）原子力防災管理者は、事業所内での特定事象の発生について通報を受け、又は自ら発見した

場合は、直ちに様式８－１に必要事項を記入し、別図３－３に定める通報経路により内閣総理

大臣、原子力規制委員会、茨城県知事、東海村長、原子力防災専門官及びその他関係機関へ同

報ファクシミリ装置等を用いて送信するとともに、その着信を電話で確認する。 

また、当該事象発生後の経過については、事象の進展に応じ、様式９－１に必要事項を記入

し、別図３－５に定める報告経路により関係機関へ適切な間隔で継続して報告を行う。 

（３）原子力防災管理者は、事業所外運搬での特定事象の発生について通報を受け、又は自ら発見

した場合は、直ちに様式８－２に必要事項を記入し、別図３－４に定める通報経路により内閣

総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知

事及び市長村長並びに原子力防災専門官及びその他関係機関へ同報ファクシミリ装置等を用い

て送信するとともに、その着信を電話で確認する。 

また、当該事象発生後の経過については、事象の進展に応じ、様式９－２に必要事項を記入

し、別図３－６に定める報告経路により関係機関へ適切な間隔で継続して報告を行う。 

（４）発生した特定事象が電離放射線障害防止規則（昭和４７年労働省令第４１号）第７条の２第

２項各号に掲げる場合に該当するときは、通報にその旨を明示するものとする。 

（５）同報ファクシミリ装置が使用できない場合は、各様式に掲げる事項について、なるべく早く

到達する手段を用いて連絡、通報又は報告を行う。 

（６）原子力防災管理者は、警戒事態該当事象及び特定事象が発生した場合の連絡又は通報並びに

当該事象の経過の報告について、ファクシミリ装置等により送信した書面を記録として時系列

で保存する。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号、記載の適正化 

 

番号、記載の適正化 
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３．情報の収集と提供 

（１）団長は、事故状況の把握を行うため、速やかに次に掲げる事項を調査し、事故及び被害状況

等を迅速かつ的確に収集する。 

① 事故の発生時刻及び場所 

②  事故原因、状況及び事故の拡大防止措置 

③  被ばく及び障害等人身災害にかかわる状況 

④  敷地周辺における放射線量率及び放射性物質量の測定結果 

⑤ 放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状況 

⑥ 気象状況 

⑦  その他必要と認める事項 

（２）団長は、応急措置の実施状況及び事故状況の推移に伴い変化する上記（１）の各項目の情報

を事象の進展に応じ、適切な間隔で継続して収集し、様式８－１（事業所外運搬の場合にあっ

ては、様式８－２）を用いて別図－２に示す関係機関に対し同報ファクシミリ装置を用いて送

信するとともに、送信した旨を直ちに電話で連絡する。同報ファクシミリ装置が使用できない

場合は、各様式に掲げる事項の通報の方法として、なるべく早く到達する手段を用いて連絡す

ることとし、応急対策活動に支障の生ずることがないよう国、県、関係市町村及びその他の防

災関係機関と調整する。 

 

４．専攻外関係機関との連絡方法 

団長は、別図－２の連絡経路により専攻外関係機関に連絡を行う場合は、別表－５に示す施設、

設備及び電話等を利用して行う。また必要と認めた時は、通話制限その他必要な措置を講じる。 

３．情報の収集と提供 

（１）団長は、事故状況の把握を行うため、速やかに次に掲げる事項を調査し、事故及び被害状況

等を迅速かつ的確に収集する。 

①  事故の発生時刻及び場所 

②  事故原因、状況及び事故の拡大防止措置 

③  被ばく及び障害等人身災害に係る状況 

④ 専攻敷地周辺における放射線量及び放射能の測定結果 

⑤ 放出放射性物質の量、種類、放出場所及び放出状況の推移等の状況 

⑥  気象状況 

⑦ その他必要と認める事項 

（２）団長は、上記（１）の情報を定期的に収集し、様式９－１に記入し、別図３－５に定める報

告箇所に適切な間隔で継続的に報告する。 

ただし、事業所外運搬にあっては、様式９－２に記入し、別図３－６に定める報告箇所とす

る。 

 

 

 

 

４．通話制限 

団長は、緊急事態応急対策等の活動時の通信を確保するため、必要と認めたときは、通話制限そ

の他の必要な措置を講じる。 

 

５．原子力事業所災害支援拠点の活動 

団長は、必要に応じて原子力事業所災害支援拠点を設置するとともに、原子力防災要員等の派

遣、復旧資機材の受入等を指示する。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

原子力事業所災害支援拠点の

活動の明確化 

第２節 応急措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．応急措置の実施 

（１）避難誘導及び事業所内入構制限 

① 避難 

団長は、所内緊急放送等により必要に応じ、原子力災害対策活動に従事しない者、来訪者

等を安全な避難場所に避難させる。 

第２節 応急措置 

 

１．応急措置の計画の策定 

団長は、本節２．に掲げる応急措置を実施するに当たり、その優先順位を考慮して、措置の内容

及び実施担当者を明確にしたうえで、以下の事項に関する措置の実施計画を策定する。 

（１）施設及び設備の整備並びに点検 

（２）故障した設備等の応急の復旧 

（３）その他応急措置の実施に必要な事項 

 

２．応急措置の実施 

（１）避難誘導及び構内入構制限 

① 避難 

団長は、全館一斉放送等により、原子力災害対策活動に従事しない者、来訪者等を安全な

避難場所に避難させる。 

 

 

応急措置の計画の策定の明確

化 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 
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② 避難状況の把握 

団長は、避難状況を把握するため、避難者の氏名等について、その情報を記録する。 

③ 入構制限措置 

団長は、原子力災害対策活動に関係のない者及び車両について専攻内への立ち入りを制限

する。また、専攻内における原子力災害対策活動に関係のない車両の使用を禁止する。 

 

（２）放射線量及び放射性物質濃度の測定 

団長は、専攻内及び敷地周辺の放射線量、並びに放射性物質の濃度の測定を継続的に行い、放

射能影響範囲を推定し、その結果を関係機関に連絡する。 

 

（３）緊急時医療 

① 救難・救助 

団長は、負傷者及び放射線障害を受けた者又はそのおそれがある者（以下「負傷者等」と

いう。）がいる場合は、可能な限り負傷者等を放射線による影響が少ない場所に速やかに救

出する等の必要な措置を講じる。 

② 医療活動 

団長は、必要に応じて汚染検査、負傷者等の応急処置及び除染等の措置を施すとともに、

緊急被ばく医療（初期被ばく医療）に関する契約を締結している医療機関と連絡をとり、移

送や治療の依頼等必要な措置を講じる。移送の際は、放射線管理要員を同行させる等の必要

な措置を講じる。また、二次被ばく医療以上の措置が必要な場合には、これらの医療に係る

指定医療機関に対し同様の措置を講じる。 

 

③ 二次災害防止に関する措置 

団長は、負傷者等に対する適切な医療及び救急隊等の被ばく管理に資するため、医療機関等

への移送及び治療の依頼等を行う場合、救急隊到着時に事故の概要、負傷者等の放射性物質に

よる汚染状況の情報を伝達する等の必要な措置を講じる。 

（４）消火活動 

団長は、火災を伴う事故が発生した場合、速やかに火災の状況を把握し、消防機関と協力し

て迅速に消火活動を行う。 

（５）汚染拡大の防止及び防護措置 

① 団長は、不必要な被ばくを防止するため、関係者以外の者の立ち入りを禁止する区域を設

置し、標識により明示するとともに、必要に応じ緊急放送等を行い、専攻内にいる者に周知

する。 

また、放射性物質による汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去に

努める。 

② 団長、必要に応じて原子力災害対策活動等に従事する者に対し、適切な防護措置（防護

服、防護マスク、個人線量計の着用等）を講じる。 

（６）線量評価 

団長は、避難者及び原子力災害対策活動に従事する者の線量評価を行うとともに、放射性物

質による汚染が確認された場合には、速やかにその拡大の防止及び除去を行う。 

② 避難状況の把握 

【省略】 

③ 入構制限及び車両使用禁止 

団長は、原子力災害対策活動に関係のない者及び車両について専攻内への立ち入りを制限

する。 

また、専攻内における原子力災害対策活動に関係のない車両の使用を禁止する。 

（２）放射線量及び放射性物質濃度の測定 

団長は、専攻内及び専攻敷地周辺の放射線量並びに放射性物質の濃度の測定を行い、放射性

物質が専攻敷地外に放出された場合、気象観測データ、緊急時モニタリングデータ等から放射

能影響範囲を継続的に推定する。 

（３）緊急時医療 

① 救難・救助 

【省略】 

 

 

② 医療活動 

団長は、必要に応じて汚染検査、負傷者等の応急処置及び除染等の措置を施すとともに、

茨城県緊急被ばく医療活動・健康影響調査マニュアルに定める原子力災害医療協力機関、原

子力災害拠点病院又は高度被ばく医療支援センターへの移送や治療の依頼等必要な措置を講

じる。 

また、移送の際は、放射線管理の知識を有する原子力防災要員等を同行させる等の必要な

措置を講じる。 

③ 二次災害防止に関する措置 

団長は、負傷者等の移送及び治療の要請を医療機関に対して行うとき並びに救急隊員が到

着したときは、事故の概要、負傷者等の放射性物質による汚染状況等、二次災害の防止のた

めに必要な情報を伝達する。 

（４）消火活動 

【省略】 

 

（５）汚染拡大の防止及び防護措置 

【省略】 

 

 

 

 

② 団長は、必要に応じて原子力災害対策活動等に従事する者に対し、適切な防護措置（防護

具及び個人線量計の着用等）を講じる。 

（６）線量評価 

団長は、避難者及び原子力災害対策活動に従事する者の線量評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 
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（７）広報活動 

団長は、発生した特定事象等に関し、施設の状況、応急措置の概要等の公表内容を取りまと

め、オフサイトセンターにおける広報活動に協力するとともに、必要に応じ報道機関に対して

定期的に広報を行う。 

（８）応急復旧 

① 施設及び設備の整備並びに点検 

団長は、原子炉制御室等の計器等による監視及び可能な範囲における巡視点検の実施によ

り、設備の異常の状況及び機器の動作状況等の把握に努める。 

② 応急の復旧対策 

団長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、応

急復旧計画を策定し、それに基づき速やかに復旧対策を実施する。 

（９）原子力災害の拡大防止を図るための措置 

団長は、事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推定を行い、原子力災害

の拡大防止を図るための措置を検討及び実施のため、以下に示す措置を実施する。 

① 事故発生施設について、事故拡大防止に必要な措置を講じる。 

②  事故の拡大のおそれがある施設については、事故拡大防止に必要な措置を講じる。 

③ その他の施設については、必要な点検及び操作を実施して、保安維持を行う。 

 

④ 環境への放射性物質の放出状況及び気象状況等から、事故による周辺環境への影響を予測

する。 

（10）資機材の調達及び輸送 

団長は、原子力防災資機材及びその他資機材の使用状況を調査し、不足している資機材があ

る場合、購入又は借用により調達及び輸送を実施する。 

 

 

 

 

 

 

２．事業所外運搬における応急措置 

団長は、事業所外運搬に係る事象が発生した場合、直ちに現場へ必要な要員を派遣し、消防機関

及び警察機関と協力して、以下に示す措置を実施するものとする。 

（１）放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

（２）消火、延焼防止の措置 

（３）運搬に従事している者や付近にいる者の待避 

（４）立入制限区域の設定 

（５）核燃料物質等の安全な場所への移動 

（６）モニタリングの実施 

（７）核燃料物質等による汚染、漏えいの拡大防止及び汚染の除去 

（８）その他放射線障害の防止のために必要な措置 

（７）広報活動 

【省略】 

 

 

（８）応急復旧 

① 施設及び設備の整備並びに点検 

団長は、原子炉制御室の計器等による監視及び可能な範囲における巡視点検の実施によ

り、施設及び設備の異常の状況並びに機器の動作状況等の把握に努める。 

② 応急の復旧対策 

団長は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るため、本

節１．で策定した応急復旧計画に基づき速やかに復旧対策を実施する。 

（９）原子力災害の拡大防止を図るための措置 

団長は、事故状況の把握、事故の拡大の防止及び被害の拡大に関する推定を行い、原子力災

害の拡大の防止を図るための措置の検討及び実施のため、以下に示す措置を実施する。 

【削除】 

① 事故の拡大のおそれがある場合、事故の拡大の防止に必要な措置を講じる。 

② 事故発生施設以外の施設については、事故発生施設からの影響を考慮し、必要な点検及び

操作を実施して、保安維持を行う。 

③ 環境への放射性物質の放出状況及び気象状況等から、事故による周辺環境への影響を予測

する。 

（10）資機材の調達及び輸送 

団長は、原子力防災資機材及びその他資機材の使用状況を調査し、不足している資機材があ

る場合、購入又は借用により調達する。 

また、団長は、専攻において十分に調達できない場合、必要とする資機材の輸送を支援組織

に対して要請する。 

（11）工学系研究科の支援 

   支援組織である工学系研究科は、上記(10)の要請を受けたときは、専攻に必要な資機材の確保

等を行う。 

 

３．事業所外運搬における応急措置 

団長は、事業所外運搬に係る事象が発生した場合、直ちに現場へ必要な原子力防災要員等を派遣

し、消防機関、警察機関及び海上保安部署と協力して、以下の措置を実施する。 

（１）放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

（２）消火、延焼防止の措置 

（３）運搬に従事する者や付近にいる者の待避 

（４）立入制限区域の設定 

（５）核燃料物質等の安全な場所への移動 

（６）緊急時モニタリングの実施 

（７）核燃料物質等による汚染、漏えいの拡大の防止及び汚染の除去及び放射線の遮蔽 

（８）その他放射線障害の防止のために必要な措置 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

番号の適正化 

番号の適正化、記載の適正化

 

番号の適正化 

 

 

 

 

資機材が不足した際の協力要

請の明確化 

 

 

 

 

番号の適正化 

 

記載の適正化 
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３．応急措置の実施報告 

団長は、実施した前項の応急措置の概要について、速やかに別図－２に示す通報連絡先に対し、

様式８－１（事業所外運搬の場合は様式８－２）により、同報ファクシミリ装置等を用いて送信す

るとともに、送信した旨を直ちに電話で連絡する。 

この報告は、事象の進展に応じ、適切な間隔で継続して行う。 

 

 

４. 原子力防災要員等の派遣 

団長は、茨城県、東海村、オフサイトセンター及び執行機関の実施する応急対策が的確かつ円滑

に行われるようにするため、原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材等の貸与その他必要な措

置を講じる。 

派遣された原子力防災要員等は、原子力災害現地対策本部及び自治体の原子力災害対策本部等の

指示に基づき、原子力災害合同対策協議会等への参画並びに得られた情報及び要請等について緊急

作業団長と密に連絡をとり報告する。 

また、団長は、必要に応じて他の原子力事業所等の応援も必要とするときは、支援組織を通じ学

長に要請する。 

 

４．危険時の措置 

団長は、炉規法第６４条第３項の規定に基づく危険時の措置について原子力規制委員会又は国土

交通大臣から命令があった場合、必要な措置を講じる。 

 

５．応急措置の実施報告 

団長は、実施した前項の応急措置の概要について、速やかに様式９－１に必要事項を記入し、別

図３－５に定める報告経路により同報ファクシミリ装置等を用いて送信するとともに、その着信を

電話で確認する。この報告は、事象の進展に応じ、適切な間隔で継続して行う。 

ただし、事業所外運搬の場合にあっては、様式９－２に必要事項を記入し、別図３－６に定める

報告経路とする。 

 

６. 原子力防災要員等の派遣 

団長は、茨城県知事、東海村長及びその他執行機関の実施する応急対策が的確かつ円滑に行われ

るようにするため、別表７に定める原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材等の貸与その他必

要な措置を講じる。 

派遣された原子力防災要員等は、派遣先の指示に基づき、必要な業務を行う。 

なお、原子力防災要員等及び原子力防災資機材等の輸送については、陸路を基本とし確実に輸送

できる経路をもって行う。 

また、団長は、必要に応じて、他の原子力事業者に対して協力を要請する。 

記載の適正化（現行の第２章

第６節１．（２）③より移動）

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

第３節 原子力緊急事態宣言発令時の措置 

 

１．緊急時体制の発令 

（１）団長は、周辺環境の放射線の状況又は原子炉施設の状態が全面緊急事態に該当するＥＡＬに

至った場合は、直ちに別図－２に示す通報連絡先に対し、様式７－１（事業所外運搬の場合は

様式７－２）により、同報ファクシミリ装置等を用いて送信するとともに、送信した旨を直ち

に電話で連絡する。 

 

（２）同報ファクシミリ装置が使用できない場合は、各様式に掲げる事項の通報の方法として、な

るべく早く到達する手段を用いて連絡する。 

（３）団長は、この報告を行ったとき又は内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を行った時は、緊急

事態を宣言する。 

（４）団長は、支援組織を通じ学長に緊急時体制を宣言した旨を報告する。 

 

２．原子力災害合同対策協議会等への報告 

団長は、原子力緊急事態宣言後、原子力災害合同対策協議会等との連絡を密にするため、別図－

２に定める連絡経路により報告及び情報伝達を行う。 

 

 

第３節 緊急事態応急対策 

 

１．該当事象発生時の通報 

（１）団長は、別表８－３に定める特定事象に至った場合、直ちに様式８－１に必要事項を記入

し、別図３－３に定められた通報（報告）箇所に同報ファクシミリ装置を用いて送信するとと

もに、その着信を電話で確認する。 

   ただし、事業所外運搬の場合にあっては、様式８－２に必要事項を記入し、別図３－４に定

められた通報（報告）箇所とする。 

（２）同報ファクシミリ装置が使用できない場合は、様式８－１（事業所外運搬の場合にあって

は、様式８－２）に掲げる事項について、なるべく早く到達する手段を用いて通報する。 

【削除】 

 

【削除】 

 

【削除】 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 
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３．応急措置の継続実施 

団長は、第３章第２節「応急措置」に示す各措置を、原子力緊急事態解除宣言があるまでの間継

続して実施する。 

 

４．事業所外運搬事故における対策 

団長は、発災現場に派遣された専門家による助言を踏まえつつ、原子力施設における原子力災害

に準じた緊急事態応急対策を主体的に講じる。 

５．原子力防災要員等の派遣 

団長は、ＥＲＣ及びオフサイトセンター並びに茨城県、東海村、関係市町村長及びその他の執行

機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員等の

派遣、原子力防災資機材等の貸与その他必要な措置を講じる。 

派遣された原子力防災要員等は、原子力災害現地対策本部及び自治体の原子力災害対策本部等の

指示に基づき、原子力災害合同対策協議会等への参画並びに得られた情報及び要請等について団長

と密に連絡をとり報告する。 

また、団長は、必要に応じて他の原子力事業所等の応援も必要とするときは、支援組織を通じ学長

に要請する。 

２．応急措置の継続実施 

【省略】 

 

 

３．事業所外運搬事故における対策 

団長は、発災現場に派遣された専門家による助言を踏まえつつ、専攻で発生した原子力災害に準

じた緊急事態応急対策を主体的に講じる。 

４．原子力防災要員等の派遣 

（１）団長は、茨城県知事、東海村長及びその他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確か

つ円滑に行われるようにするため、別表７に定める原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機

材等の貸与その他必要な措置を講じる。派遣された原子力防災要員等は、派遣先の指示に基づ

き、必要な業務を行う。 

（２）派遣された原子力防災要員等は、緊急作業団と密に連絡をとり、原子力災害合同対策協議会

等に事故状況の報告を行い、構成各機関と密接な情報交換を行うとともに、共有された情報を

団長に報告する。 

（３）団長は、必要に応じて、他の原子力事業者に支援を要請する。 

番号の適正化 

 

 

 

番号の適正化 

記載の適正化 

 

番号の適正化 

記載の適正化 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（第４章） 

変更前 変更後 備考 

第４章 原子力災害事後対策 

 

 

団長は、原子力緊急事態解除宣言があった時以降において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然

性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。 

 

 

第１節 緊急事態応急対策等の報告 

 

団長は、原子力緊急事態が発生したときは、その状況及び実施した緊急事態応急対策の概要並びに

原子力災害事後対策の実施の方針を、原子力緊急事態解除宣言のあった日から速やかに内閣総理大

臣、原子力規制委員会、茨城県知事、東海村長に報告する。なお、事業所外運搬の場合にあっては、

上記報告先の他、国土交通大臣、当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長及び

防災関係機関に報告する。 

 

第４章 原子力災害事後対策 

 

 

団長は、原子力緊急事態解除宣言があったとき以降において、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋

然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。 

 

 

【削除】 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

次節の内容と重複するため、

削除 

第２節 復旧対策 

 

１．復旧計画の策定及び復旧対策の実施 

団長は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、次の事項について復旧計画を策定

し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施するとともに、実施計画及び実施状況について原子

力規制委員会、茨城県知事、東海村長及び関係周辺市町村長に報告する。 

（１）原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握 

（２）原子炉施設の除染、放射線のしゃへい等の実施 

（３）原子炉施設損傷部の修理及び改造の実施 

（４）放射性物質の追加放出の防止 

（５）復旧対策の実施体制・実施担当者および工程に関する事項 

 

２．被災者の相談窓口の設置 

団長は、原子力緊急事態解除宣言後、速やかに被災者の損害賠償請求等のため、相談窓口を設置

する等、必要な体制を整備する。 

 

３．緊急作業団の解散 

団長は、原子力災害事後対策の実施状況を勘案し、通常組織で措置できると判断したときは、第

２章第２節第１項に基づき緊急作業団を解散するとともに、その旨を関係機関に連絡する。 

 

４．原因究明と再発防止対策の実施 

原子力防災管理者は、原子力災害の発生した原因を究明し、必要な再発防止対策を講じる。 

 

第１節 事業所の対策 

 

１．復旧対策 

団長は、原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため、次の事項について復旧計画を策定

し、当該計画に基づき速やかに復旧対策を実施するとともに、当該計画及び実施状況について内閣

総理大臣、原子力規制委員会、茨城県知事、東海村長及び関係周辺市町村長に報告する。 

（１）原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握 

（２）原子炉施設の除染、放射線の遮蔽等の実施 

（３）原子炉施設損傷部の修理及び改造の実施 

（４）放射性物質の追加放出の防止 

（５）復旧対策の実施担当者及び復旧に係る工程 

 

２．被害申出窓口の設置 

団長は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るため、原陪法第１７条の２に定める専攻

の損害賠償実施方針に基づき、被害申出窓口を設置する等、必要な体制を整備する。 

 

３．緊急作業団の解散 

団長は、第２章第２節１．（２）に基づき緊急作業団を解散するとともに、その旨を関係機関に

連絡する。 

 

４．原因究明と再発防止対策の実施 

【省略】 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原陪法改正施行（令和２年４

月１日付）に伴う記載の適正

化 

 

 

記載の適正化 
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５．原子力防災要員等の派遣 

原子力防災管理者は、ＥＲＣ及びオフサイトセンター並びに茨城県、東海村、関係市町村長及び

その他の執行機関の実施する次に掲げる原子力災害中長期対策が的確かつ円滑に行われるようにす

るため、原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材等の貸与その他必要な措置を講じる。 

（１） 広報活動に関する事項 

① 専攻とオフサイトセンターとの情報交換 

② 報道機関への情報提供 

③ 被災者の相談窓口の設置 

（２） 環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去に関する事項 

① 環境放射線モニタリング  

② 身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

③ 住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

④ 放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

派遣された原子力防災要員等は、オフサイトセンターに設置される原子力災害合同対策協議会

（解散している場合は派遣先）の指示に基づき、必要な業務を行う。 

 

【削除】 次節へ変更 

 第２節 原子力防災要員の派遣等 

 

 

（１）原子力防災管理者は、ＥＲＣ及びオフサイトセンター並びに茨城県、東海村、関係市町村長及

びその他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、

別表７に定める原子力防災要員等の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じる。

派遣された原子力防災要員等は、派遣先の指示に基づき、必要な業務を行う。 

（２）派遣された原子力防災要員等は、緊急作業団と連絡を密にし、原子力災害合同対策協議会に復

旧状況の報告を行うとともに、原子力事業者へ共有された情報及び要請された事項について、緊

急作業団に報告する。団長は、要請された事項について、必要な対応を行う。 

（３）団長は、関係機関に貸与する原子力防災資機材が不足するときは、支援組織である工学系研究

科に協力を要請する。それでも不足する場合は、他の原子力事業者に協力を要請する。 

記載の適正化 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（第５章） 

変更前 変更後 備考 

第５章 その他 

 

 

第１節 他の原子力事業者への協力 

 

他の原子力事業者で原子力災害が発生した場合、原子力防災管理者は、学長からの要請に応じ、当

該事業者、オフサイトセンター、地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策及

び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる環境放射線モニタリン

グ、周辺区域の汚染検査及び汚染除去に関する事項について原子力防災要員等の派遣、原子力防災資

機材等の貸与その他必要な協力を行う。 

 

（１）環境放射線モニタリング 

（２）身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

（３）住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

（４）放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

（５）協定及び覚書に基づく協力 

東海村・大洗町等に立地している原子力事業者間で締結している「原子力事業所安全協力協

定（東海ＮＯＡＨ協定）」に基づき、専攻以外の原子力事業所で発生した原子力災害への支援を

行う場合は、原子力事業所安全協力協定の安全協力委員会委員長からの要請に応じ、必要な措置

を講じる。 

 

第５章 その他 

 

 

第１節 他の原子力事業者への協力 

 

他の原子力事業者で原子力災害が発生した場合、原子力防災管理者は、当該事業者、オフサイトセ

ンター、地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が

的確かつ円滑に行われるようにするため、次に掲げる事項について別表７に定める原子力防災要員等

の派遣、原子力防災資機材等の貸与等の必要な協力を行う。 

なお、原子力防災要員等及び原子力防災資機材等の輸送については、陸路を基本とし確実に輸送で

きる経路をもって行う。 

（１）緊急時モニタリング 

（２）身体又は衣類に付着している放射性物質の汚染の測定 

（３）住民からの依頼による物品又は家屋等の放射性物質による汚染の測定 

（４）放射性物質による汚染が確認されたものの除染 

【削除】 

 

 

 

 

 

記載の適正化、原子力防災要

員等の派遣数等の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

次節に移動 

 第２節 他の原子力事業者との協定 

 

東海村・大洗町等に所在する原子力事業者間で締結している「原子力事業所安全協力協定（東海ノ

ア協定）」に基づき、他の原子力事業所で発生した原子力災害への支援を行う場合は、安全協力委員

会委員長からの要請に応じ、必要な協力活動を実施する。 

記載の適正化 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（別図） 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化、班の再編成、

各班の業務の明確化 

24



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力防災要員等を招集する

際の連絡経路の明確化 
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学内での通報連絡経路の明確

化 

26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報連絡先の適正化（事象別

に整理。別図３－２～別図３

－６） 

27



  

 

 

 

 

28
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記載の適正化 

30



  

 

原子力事業所災害対策支援拠

点の位置の明確化 
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原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（別表） 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

記載の適正化、配置先の明

確化、関係機関（ＥＲＣ、

茨城県及び東海村）への派

遣の明示 

 

 

 

 

副原子力防災管理者の代行

順位の明確化（代行者を特

定できるようにするため） 

32



 

 
 

 

 

【削除】 ・別表８－１、８－２、８

－３に変更 

・原災法、原子力災害対策

指針及び原子炉施設の廃

止措置の進捗状況に基づ

き、ＥＡＬを以下のとお

り変更 

（１）警戒事態のＥＡＬ

の①を削除 

（２）施設敷地緊急事態

のＥＡＬの①及び

②を削除 

（３）全面緊急事態のＥ

ＡＬの①を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 別表８－２に変更、記載の

適正化 

33



 

 

 

 

 

【削除】 ・別表８－２に変更、記載

の適正化 

・原子炉施設の廃止措置の

進捗状況に基づき、ＥＡ

Ｌを以下のとおり変更 

（１）政令第４条第４項

第３号の事象（管理

区域外での放射線量

及び放射性物質の放

出）を対象とする 

（２）政令第６条第４項

第３号の事象（施設

内（原子炉外）臨界

事故のおそれ）を削

除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 ・別表８－３に変更、記載

の適正化 

・政令第６条第３項第１号

の事象（敷地境界付近の

放射線量の上昇）につい

て、ガンマ線の線量が５

μＳｖ／ｈを下回ってい

て、かつ、１μＳｖ／ｈ

以上である場合に、中性

子線の線量を合算するこ

との明記 

34



 

 
 

 

 

 

 

【削除】 ・別表８－３に変更、記載

の適正化 

・原子炉施設の廃止措置の

進捗状況に基づき、ＥＡ

Ｌを以下のとおり変更 

（１）政令第６条第３項

第２号及び政令第６

条第４項第２号の事

象（管理区域外での

放射線量及び放射性

物質の異常放出）を

対象とする 

（２）政令第６条第４項

第３号の事象（施設

内（原子炉外）臨界

事故）を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

35



 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化、表面の放射

性物質の密度の可搬式測定

器の数量の変更 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の原子力防災資機材

の明確化 
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記載の適正化 

 

 

 

 

 

【削除】 別表５－１に変更 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 原子力災害対策拠点につい

ては別表５－２に、その資

機材については別表４－３

に変更 

37



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象観測設備の仕様の明確化

38



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化、備え付ける

資料の種類及び保管場所の

明確化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態応急対策等における

原子力防災要員等の派遣人

数、貸与する原子力防災資機

材の種類及び数量の明確化 

39



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＡＬの変更 

40



 （別表８－２のつづき） 
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 （別表８－２のつづき） 
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 （別表８－３のつづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

44



 （別表８－３のつづき） 

 

 

   

 

45



原子力事業者防災業務計画新旧対照表案（様式） 

変更前 変更後 備考 

様式１～様式５ 

 

 

 

【省略】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

46



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化、記載の適正

化 

47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化、記載の適正

化 

48



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化 

50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化、記載の適正

化 

51



  

 

 

 

 

 

様式９－１の別添様式の明

確化 

52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の適正化、記載の適正

化 

53



  

 

 

 

 

 

 

 

 

様式９－２の別添様式の明

確化 

54



 

 

【削除】 様式６に変更 
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